
生産性の向上と持続的な賃上げに取り組む事業者を支援します！！

高知県賃金向上環境整備事業費補助金(案)

※【重要】補助金の執行は、県議会の予算議決が前提となります。中止・変更になる　
 場合もありますので、予めご了承ください。

高知県商工労働部雇用労働政策課

〒780-8570　高知県高知市丸ノ内1-2-20

　☎088-823-9763 ✉151301@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県　賃金向上　補助金　　 検索　　
高知県賃金向上環境整備事業費補助金の詳細はこちら
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150000/151301/

  次のいずれかを満たすこと(指定補助金において賃上げ実績が交付
   要件である場合を除く)
       ア）直近事業年度の決算において対前年度比で２％以上の賃上げ
   が行われていること
       イ）R７.12.１からR８.12.１までの間において対前年同月比で
   ２%以上の賃上げが行われていること

補助要件

  次をともに満たす県内に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、
       中小企業、個人事業主等
       ア）県が指定する国又は県の補助金（指定補助金）の交付決定を
   令和８年度に受けている者等
       イ）賃金を支払っている従業員が１名以上いること              

対象事業者

  賃上げ原資の一部に相当する経費として

  従業員１人あたり10万円
   補助限度額:1社あたり1,000万円（指定補助金に係る自己負担額を上限）
                            ただし、指定補助金に係る自己負担額が100万円未満の場合は
                            10万円×対象従業員数（上限100万円）

補助額

  雇用保険の被保険者対象従業員

主な指定補助金
 ・所得向上推進企業等総合支援事業費補助金（県）
 ・業務改善助成金（労働局）
 ・デジタル化・AI導入補助金（中小企業庁）

３月下旬以降、
最新情報を
随時更新

詳細は４月以降
案内予定

令和8年度事業

予算上限に
達し次第
終了


